
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 19 号 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則（平成30年規則第21

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（指定の申請等） （指定の申請等） 

第２条 法第36条第１項、法第38条第１項及び法第51条の19第１項の規定による

申請並びに法第41条第１項及び法第51条の21第１項の規定による更新の申請

は、市長が別に定める様式により行うものとする。 

第２条 法第36条第１項、法第38条第１項及び法第51条の19第１項の規定による

申請並びに法第41条第１項及び法第51条の21第１項の規定による更新の申請

は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事

業者指定（更新）申請書（様式第１号）により行うものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（指定の変更の申請） （指定の変更の申請） 

第３条 法第37条第１項及び法第39条第１項の規定による指定の変更の申請は、

市長が別に定める様式により行うものとする。 

第３条 法第37条第１項及び法第39条第１項の規定による指定の変更の申請は、

指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定変更申請書（様式第２

号）により行うものとする。 

（変更の届出等） （変更の届出等） 



第４条 省令第34条の23第１項、第34条の26第１項及び第34条の58第１項の規定

による届出は、市長が別に定める様式により行うものとする。 

第４条 省令第34条の23第１項、第34条の26及び第34条の58第１項の規定による

届出は、変更届出書（様式第３号）により行うものとする。 

２ 省令第34条の23第３項及び第４項並びに省令第34条の58第２項及び第３項の

規定による届出は、市長が別に定める様式によるものとする。 

２ 省令第34条の23第３項及び第４項並びに省令第34条の58第２項及び第３項の

規定による届出は、廃止・休止・再開届出書（様式第４号）によるものとす

る。 

（指定の辞退の届出） （指定の辞退の届出） 

第５条 法第47条の規定により指定を辞退しようとする者は、市長が別に定める

様式により届け出るものとする。 

第５条 法第47条の規定により指定を辞退しようとする者は、指定辞退届出書

（様式第５号）により届け出るものとする。 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第１号（第２条関係） 

 

 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第２号（第３条関係） 

 

 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第３号（第４条関係） 

 

 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第４号（第４条関係） 

 

 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第５号（第５条関係） 

 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


